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横浜市パブリックコメント実施要綱 

 

制   定 平成 15 年４月 10 日 

最近改正 令和８  年４月１日 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることによ

り、市民との相互信頼に基づく市政の推進に資することを目的とする。 

 

 （基本理念） 

第２条 市民の市政に対する理解と信頼を深めるため、政策決定プロセスにおける

市政情報を積極的に提供することにより、市民に対する説明責任を果たすととも

に、市民の市政に対する意見又は提案の機会の確保及び政策決定プロセスへの市

民参加を推進し、市民との協働による市政の実現を図る。 

 

 （定義） 

第３条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市の長期計画その他

の市の重要な基本計画、指針等（以下「計画等」という。）の策定及び広く市民

に義務を課し、権利を制限する条例その他の制度（以下「条例その他の制度」と

いう。）の制定等の過程において、案の段階で広く公表し、市民からの意見又は

提案（以下「意見等」という。）を求め、提出された意見等に対する実施機関の

考え方を明らかにするとともに、有益な意見等を考慮して実施機関としての意思

決定を行う手続をいう。 

２ この要綱において「実施機関」とは、市長その他の執行機関その他法律の規定

に基づき市に置かれる機関（議会を除く。以下「市長その他の執行機関等」とい

う。）及び横浜市附属機関の設置及び運営に関する要綱（平成 24 年３月 14 日総

し第 311 号局長決裁）第２条に定める附属機関（以下「附属機関」という。）を

いう。 

３ この要綱において「市民」とは、次に掲げるものをいう。 

 (１) 本市の区域内に住所を有する者 

 (２) 本市の区域内に事務所又は事業所を有する者 

 (３) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

 (４) 本市の区域内に存する学校に在学する者 

 

（対象） 

第４条 次の各号に掲げる実施機関は、当該各号に掲げる場合に、パブリックコメ

ント手続を実施するものとする。 

 (１) 市長その他の執行機関等 

   ア 別表に定める計画等の策定又は改定を行う場合 

   イ 条例その他の制度の制定又は改廃を行う場合 

 (２) 附属機関 

  計画等の策定若しくは改定又は条例その他の制度の制定若しくは改廃につい

て、市長その他の執行機関等に答申、報告書等を提出する場合 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、実施機関は、

パブリックコメント手続を経ることなく、計画等の策定若しくは改定、条例その

他の制度の制定若しくは改廃又はこれらに関する答申、報告書等の提出を行うこ

とができる。 
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(１) 意見等を聴取する手続が法令、条例若しくは規則又はこの要綱以外の要綱等 

に別段の定めがある場合 

 (２) 実施機関が緊急を要すると認める場合 

 (３) 実施機関が軽微な変更と認める場合 

 (４) 実施機関に裁量の余地がないと認められる場合 

 (５) 附属機関がパブリックコメント手続を実施する必要がないと判断した場合 

 (６) 附属機関がこの要綱に基づきパブリックコメント手続を実施した場合で、市

長その他の執行機関等が改めて同手続を実施する必要がないと判断した場合 

 

 （案及び資料の公表） 

第５条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、意思決

定をする前の適切な時期に当該計画等若しくは条例その他の制度の案又はこれら

に関する答申、報告書等の案を公表するものとする。 

２ 実施機関は、前項の規定により計画等若しくは条例その他の制度の案又はこれ

らに関する答申、報告書等の案を公表するときは、当該計画等若しくは条例その

他の制度の案又はこれらに関する答申、報告書等の案の理解を深めるための資料

の公表に努めるものとする。 

３ 実施機関が計画等若しくは条例その他の制度の案又はこれらに関する答申、報

告書等の案及び前項の資料を公表する方法は次によるものとする。 

 (１) 所管課、市民情報センター及び区役所区政推進課広報相談係における閲覧及

び配布 

 (２) 市のウェブページへの掲載 

 (３) その他実施機関が必要と認める方法 

４ 前項の規定にかかわらず、計画等若しくは条例その他の制度の案又はこれらに

関する答申、報告書等の案及び第２項の資料の内容が相当量に及ぶ場合は、その

概要を前項各号の方法により公表することとし、計画等若しくは条例その他の制

度の案又はこれらに関する答申、報告書等の案及び関係資料全体については、所

管課における閲覧のみとすることができる。 

 

 （意見等の募集） 

第６条 実施機関は、市民に計画等若しくは条例その他の制度の案又はこれらに関

する答申、報告書等の案への意見等を求めるため、意見提出にあたり必要な事項

等を定め、パブリックコメント手続を行う。 

２ 意見等の提出期間は、意見募集の開始日から起算して 30 日以上とする。 

３ 意見の提出は、原則として書面によるものとする。 

 

 （予告） 

第７条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、当該計

画等若しくは条例その他の制度の案又はこれらに関する答申、報告書等の案を公

表する前に、次の第１号に規定する事項を第２号に規定する方法で市民に周知す

るものとする。 

 (１) 周知する事項 

  ア 案の名称 

  イ 案に対する意見等の提出期間、提出方法 

  ウ 案の公表方法 

  エ 提出された意見等、実施機関の考え方の公表時期 

  オ 問合せ先（所管局統括本部課名） 
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 (２) 周知方法 

  ア 広報よこはま市版 

  イ 市のウェブページ 

  ウ 記者発表 

  エ その他実施機関が必要と認める方法 

２ 実施機関は、前項第２号に規定する市民周知の前に、前項第１号の事項を市民

局へ報告するものとする。 

 

 （個人情報の保護） 

第８条 実施機関は、個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）

に従って個人情報を適切に取り扱うものとする。 

 

 （実施機関の考え方の公表） 

第９条 実施機関は、第６条第３項の規定により提出された意見等と、それに対す

る実施機関の考え方を併せて公表するものとする。 

２ 前項の規定により実施機関の考え方を公表する場合は、第５条第３項を準用す

る。 

 

（実施機関の意思決定に当たっての意見等の考慮） 

第 10 条 実施機関は、第６条第３項の規定により提出された意見等を考慮して意

思決定を行うものとする。 

 

（実施計画等の報告） 

第 11 条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施する予定がある場合には、

実施予定年度の前年度末までに、次に規定する事項を市民局へ報告するものとす

る。 

なお、年度途中に新たな実施計画が生じた場合及び計画に変更等が生じた場合に 

ついても、遅滞なく報告するものとする。 

 (１) 案の名称 

 (２) 案の内容 

 (３) 実施根拠 

 (４) 実施スケジュール（案の公表時期、意見等の提出時期、実施機関の考え方の

公表時期） 

 (５) 所管する課の名称 

 

 （運用状況の公表） 

第 12 条 市長は、必要に応じパブリックコメント手続の運用状況（第４条第２項

の規定に基づきパブリックコメント手続を実施せずに行った計画等の策定若しく

は改定、条例その他の制度の制定若しくは改廃又はこれらに関する答申、報告書

等の提出状況を含む。）を取りまとめ、これを公表するものとする。 

 

（その他） 

第 13 条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。 
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附則 
 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成 15 年４月 10 日から施行する。 

 

（経過措置） 

２  この要綱の規定は、施行の日以降に実施機関が策定する計画等又は規制につい

て適用する。ただし、この要綱の施行の際現に立案の過程にある計画等又は規制で、

市民に意見を求める手続を経たものについては、この要綱の規定は適用しない。 

 

附則 
 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成 16 年６月１日から施行する。 

 

附則 
 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成 17 年４月１日から施行する。 

 

附則 
 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成 17 年 10 月 14 日から施行する。 

 

附則 
 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成 18 年４月１日から施行する。 

 

附則 
 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成 18 年４月 19 日から施行する。 

 

附則 
 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成 19 年３月９日から施行する。 

 

附則 

 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成 19 年 12 月 12 日から施行する。 

 

附則 
 

（施行期日） 
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１  この要綱は、平成 20 年４月１日から施行する。 

附則 
 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成 21 年４月１日から施行する。 

 

附則 
 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成 22 年４月１日から施行する。 

 

附則 
 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成 22 年４月 12 日から施行する。 

 

附則 
 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成 23 年２月 16 日から施行する。 

 

附則 
 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成 23 年５月１日から施行する。 

 

附則 
 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。 

 

附則 
 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成 25 年 10 月１日から施行する。 

 

附則 
 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成 26 年４月１日から施行する。 

 

附則 
 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成 26 年６月１日から施行する。 

 

附則 
 

（施行期日） 
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１  この要綱は、平成 26 年 10 月 27 日から施行する。 

附則 
 

（施行期日） 

 

１  この要綱は、平成 27 年４月１日から施行する。 

 

附則 
 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成 27 年 12 月 17 日から施行する。 

 

附則 
 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 

附則 
 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成 29 年９月４日から施行する。 

  

附則 
 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成 30 年７月 24 日から施行する。 

 

  附則 
 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。 

 

附則 
 

（施行期日） 

１  この要綱は、令和元年 11 月１日から施行する。 

 

附則 
 

（施行期日） 

１  この要綱は、令和２年２月５日から施行する。 

 

附則 
 

（施行期日） 

１  この要綱は、令和２年９月 30 日から施行する。 

 

附則 
 

（施行期日） 
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１  この要綱は、令和３年１月 14 日から施行する。 

附則 
 

（施行期日） 

１  この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 

 

附則 

 

（施行期日） 

１  この要綱は、令和３年８月３日から施行する。 

 

附則 

 

（施行期日） 

１  この要綱は、令和３年９月 14 日から施行する。 

 

附則 

 

（施行期日） 

１  この要綱は、令和３年 11 月 11 日から施行する。 

 

附則 

 

（施行期日） 

１  この要綱は、令和４年 1 月 26 日から施行する。 

 

附則 

 

（施行期日） 

１  この要綱は、令和４年６月 10 日から施行する。 

 

附則 

 

（施行期日） 

１  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附則 

 

（施行期日） 

１  この要綱は、令和５年４月 12 日から施行する。 

 

附則 

 

（施行期日） 

１  この要綱は、令和５年９月４日から施行する。 

 

附則 

 

（施行期日） 

１  この要綱は、令和５年９月 11 日から施行する。 
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附則 

 

（施行期日） 

１  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附則 

 

（施行期日） 

１  この要綱は、令和６年 10 月７日から施行する。 

 

附則 

 

（施行期日） 

１  この要綱は、令和７年 11 月６日から施行する。 

 

附則 

 

（施行期日） 

１  この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表（第４条第１項第１号関係） 

市の長期計画その他の市の重要な基本計画、指針等 

 

所管局等 計画等の名称 

脱 炭 素 ・ GREEN ×

EXPO 推進局 

横浜市地球温暖化対策実行計画 

政 策 経 営 ・ 国 際  

戦略局 

横浜市基本構想（長期ビジョン）、横浜市中期計画、 

横浜市強靱化地域計画 

行財政局 横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン、協働推進の基本指針 

防災・危機管理統

括本部 

横浜市国民保護計画 

市民局 横浜市人権施策基本指針、新よこはま安心・安全プラン、 

横浜市男女共同参画行動計画 

にぎわいスポーツ

文化局 

横浜市文化芸術創造都市施策の基本的な考え方、 

横浜市スポーツ推進計画、横浜市観光・ＭＩＣＥ戦略 

こども青少年局 こども、みんなが主役！よこはまわくわくプラン 

健康福祉局 横浜市地域福祉保健計画（全市計画）、横浜市障害者プラン、 

横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画、 

健康横浜２１、横浜市依存症対策地域支援計画、横浜市自殺対策計画 

医療局 よこはま保健医療プラン、横浜市新型インフルエンザ等対策行動計画 

資源循環局 横浜市一般廃棄物処理基本計画 

都市整備局 横浜市都市計画マスタープラン（全体構想） 

みどり環境局 横浜市環境管理計画、横浜市水と緑の基本計画 

建築局 横浜市住生活マスタープラン（横浜市住生活基本計画） 

道 路 ・ 交 通 政 策  

局 

横浜市駐車場整備基本計画、横浜都市交通計画、 

横浜市自転車活用推進計画 

港湾局 横浜港港湾計画、横浜港長期ビジョン 

水道局 横浜水道長期ビジョン 

教育委員会事務局 横浜市教育振興基本計画、横浜市生涯学習基本構想、 

横浜教育ビジョン 

（備考）表に定められた計画等が改定され、名称が変更になる場合にもこの表の対象とする。 

 


